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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を１又は複数の矩形領域に分割し、各矩形領域を独立して階層的に圧縮符号化した
符号列を対象として、当該符号列を復号する際の復号時間を算出する復号時間算出手段と
、
　前記算出した復号時間である算出時間が予め設定された所定時間を超過するか否かを判
定する第１の判定手段と、
　前記判定により前記算出時間が前記所定時間を超過すると判断したときは、前記符号列
を前記算出時間より少ない時間で前記復号が行なえる符号列に変換する符号変換手段と、
を備え、
　前記符号変換手段は、前記符号列を構成する前記矩形領域の一部または全部のサイズを
変更することによって前記符号列の復号時間を短縮することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　画像を１又は複数の矩形領域に分割し、各矩形領域を独立して階層的に圧縮符号化した
符号列を対象として、当該符号列を復号する際の復号時間を算出する復号時間算出手段と
、
　前記算出した復号時間である算出時間が予め設定された所定時間を超過するか否かを判
定する第１の判定手段と、
　前記判定により前記算出時間が前記所定時間を超過すると判断したときは、前記符号列
を前記算出時間より少ない時間で前記復号が行なえる符号列に変換する符号変換手段と、
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を備え、
　前記符号変換手段は、前記符号列を構成するウェーブレット変換係数の一部を復号する
ことによって前記符号列の復号時間を短縮することを特徴とする画像処理装置。
【請求項３】
　前記算出時間が前記所定時間を超過すると判断したときは、前記符号変換手段による前
記符号列の変換に先立って当該変換を行なうことにより前記算出時間が前記所定時間を超
過しないようにできるか否かを判定する第２の判定手段を更に備え、
　前記符号変換手段は、前記判定により前記変換を行なうことで前記算出時間が前記所定
時間を超過しないようにできると判断したことを条件に、前記変換を行なうことを特徴と
する請求項１又は２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記第２の判定手段により前記変換を行なうことで前記算出時間が前記所定時間を超過
しないようにできないと判断したときは、前記符号列を構成するビットプレーンの一部を
削除する処理、又は、前記符号列を一度復号して所定の階調処理を施す処理を実行する画
像処理手段を更に備えていることを特徴とする請求項３に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　画像を１又は複数の矩形領域に分割し、各矩形領域を独立して階層的に圧縮符号化した
符号列を対象として、当該符号列を復号する際の復号時間を算出する復号時間算出ステッ
プと、
　前記算出した復号時間である算出時間が予め設定された所定時間を超過するか否かを判
定する第１の判定ステップと、
　前記判定により前記算出時間が前記所定時間を超過すると判断したときは、前記符号列
を前記算出時間より少ない時間で前記復号が行なえる符号列に変換する符号変換ステップ
とを有し、
　前記符号変換ステップは、前記符号列を構成する前記矩形領域の一部または全部のサイ
ズを変更することによって前記符号列の復号時間を短縮することを特徴とする画像処理方
法。
【請求項６】
　画像を１又は複数の矩形領域に分割し、各矩形領域を独立して階層的に圧縮符号化した
符号列を対象として、当該符号列を復号する際の復号時間を算出する復号時間算出ステッ
プと、
　前記算出した復号時間である算出時間が予め設定された所定時間を超過するか否かを判
定する第１の判定ステップと、
　前記判定により前記算出時間が前記所定時間を超過すると判断したときは、前記符号列
を前記算出時間より少ない時間で前記復号が行なえる符号列に変換する符号変換ステップ
とを有し、
　前記符号変換ステップは、前記符号列を構成するウェーブレット変換係数の一部を復号
することによって前記符号列の復号時間を短縮することを特徴とする画像処理方法。
【請求項７】
　前記算出時間が前記所定時間を超過すると判断したときは、前記符号変換ステップによ
る前記符号列の変換に先立って当該変換を行なうことにより前記算出時間が前記所定時間
を超過しないようにできるか否かを判定する第２の判定ステップを更に有し、
　前記符号変換ステップは、前記判定により前記変換を行なうことで前記算出時間が前記
所定時間を超過しないようにできると判断したことを条件に前記変換を行なうことを特徴
とする請求項５又は６に記載の画像処理方法。
【請求項８】
　前記第２の判定ステップにより前記変換を行なうことで前記算出時間が前記所定時間を
超過しないようにできないと判断したときは、前記符号列を構成するビットプレーンの一
部を削除する処理、又は、前記符号列を一度復号して所定の階調処理を施す処理を実行す
る画像処理ステップを更に有することを特徴とする請求項７に記載の画像処理方法。



(3) JP 4046223 B2 2008.2.13

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、画像処理装置及び画像処理方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
特許文献１には、動画像データを圧縮符号化した符号列について、フレーム符号化データ
を復号する際に要する時間を計測して、その時間データから次の復号対象のフレーム符号
化データの復号時間を予測し、所定時間内に復号できないと予測されたフレームについて
は量子化を実行する技術について開示されている。
【０００３】
【特許文献１】
特開２００２－５１３３９公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　近年、画像圧縮方式の国際標準であるＪＰＥＧ２０００の規格がまとまり、静止画の新
たな標準圧縮符号がネットワーク上を飛び交い始めている。これに伴い、電子写真方式の
画像形成装置などが内蔵する画像処理装置でも、ネットワークやデジタルカメラ等の撮影
機器から圧縮符号をダイレクトに取得して処理を行うことが求められると予想される。
【０００５】
　ところで、ＪＰＥＧ２０００符号列をネットワークや撮影機器などから画像形成装置が
直接受け取って画像形成を行なう場合、受け取った符号列を復号化するために要する時間
が事前にわからないという不具合がある。すなわち、画像データを画像形成装置内で符号
化し、これを画像形成装置内で復号する場合には、符号化の際に大体の復号時間が見積も
れるし、また、タイル分割単位やウェーブレット変換の階層なども機器に適した方式とな
っているので、復号処理が遅れる心配は比較的少ないが、ネットワークや撮影機器などか
らダイレクトに取得した圧縮符号列に関しては、符号化の際の情報が存在しないため、ま
た、必ずしも機器に適した符号となっていない可能性があるため、復号処理が遅れる可能
性がある。特に、ＪＰＥＧ２０００では、タイルの分割やウェーブレット変換の階層など
が比較的自由に設定されるために、多様な形式の圧縮符号が存在するというＪＰＥＧには
ない困難が存在する。
【０００６】
　そして、電子写真方式のように単位時間あたりに一定数の画素を処理する必要がある画
像形成装置においては、所定時間内に所定数の画素が復号化されないと画像形成が途中で
止まってしまい、トナーの浪費などにつながるので、復号時間の把握は非常に重要である
。
【０００７】
　また、特に、バンド単位で画像データを復号化して画像形成を行なう場合には、受け取
ったＪＰＥＧ２０００の符号列のコードブロックサイズやタイルサイズが１バンドに含ま
れるライン数を越えている可能性がある。一般にラインバッファに格納可能なライン数は
制限があり、格納可能なライン数を越えて画像データを復号してもラインバッファに入り
きらない分は破棄しなければならない。
【０００８】
　例えば、６４ライン分のラインバッファしかない場合に、▲１▼１２８×１２８画素単
位でタイル分割されたＪＰＥＧ２０００符号や、▲２▼７階層のウェーブレット変換（１
２８×１２８個の係数に対応）を施されたＪＰＥＧ２０００符号を復号化して１２８ライ
ン分の画像データを得ても、一度にラインバッファに格納できるライン数が６４ラインで
あるため残りの６４ラインは廃棄しなくてはならない。従って１２８ライン分の画像形成
を行なうためには同じ１２８ラインを２回復号化し、１回目には前半の６４ラインをライ
ンバッファに格納し、２回目には後半の６４ラインをラインバッファに格納するという処
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理を行なわなければならない。このような場合には処理時間が２倍かかることになり、復
号化する速度が処理速度を越える可能性が大きい。
【０００９】
　一方、取得したＪＰＥＧ２０００符号について一律に復号して再符号化すれば上述の困
難はなくなるが、復号＋再符号化処理は、一般に時間がかかるために高速な復号が妨げら
れることがあり、ダイレクトにＪＰＥＧ２０００符号を取得したにも関わらず高速な処理
ができないという不具合を生じる。
【００１０】
　これに対し、特許文献１に開示の技術では、動画像を構成する各フレームの復号時間を
所定時間に収めるべく、所定時間内に復号できないと予測されたフレームについては量子
化を実行する。しかし、動画像では連続するフレーム中に１フレームだけ強く量子化され
たフレームが存在しても視覚上あまり問題とならないのに対して、静止画像では画像の劣
化が目に付きやすい。また、機器が想定していない階層やタイルサイズに対する処理には
触れられていないという不具合がある。このように、画質上の劣化が目に付きやすい静止
画像に関しては、量子化するのではなく、復号時間が短い圧縮符号列へ変換することが望
ましい。
【００１１】
　また、この場合に、かかる変換処理は処理時間を要するという不具合もある。
【００１２】
　本発明の目的は、静止画像等の符号列について、画質を劣化させることなく短時間で復
号することができるようにすることである。
【００１３】
　本発明の別の目的は、符号列の変換処理により短時間で符号列を復号することができな
いときは、符号列の変換処理で時間を要することを防止することである。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の発明の画像処理装置は、画像を１又は複数の矩形領域に分割し、各矩
形領域を独立して階層的に圧縮符号化した符号列を対象として、当該符号列を復号する際
の復号時間を算出する復号時間算出手段と、前記算出した復号時間である算出時間が予め
設定された所定時間を超過するか否かを判定する第１の判定手段と、前記判定により前記
算出時間が前記所定時間を超過すると判断したときは、前記符号列を前記算出時間より少
ない時間で前記復号が行なえる符号列に変換する符号変換手段とを備え、符号変換手段は
、前記符号列を構成する前記矩形領域の一部または全部のサイズを変更することによって
前記符号列の復号時間を短縮することを特徴とする。
【００１５】
　したがって、静止画像等の符号列について、画質を劣化させることなく短時間で復号す
ることができる。
【００１６】
　請求項２に記載の発明の画像処理装置は、画像を１又は複数の矩形領域に分割し、各矩
形領域を独立して階層的に圧縮符号化した符号列を対象として、当該符号列を復号する際
の復号時間を算出する復号時間算出手段と、前記算出した復号時間である算出時間が予め
設定された所定時間を超過するか否かを判定する第１の判定手段と、前記判定により前記
算出時間が前記所定時間を超過すると判断したときは、前記符号列を前記算出時間より少
ない時間で前記復号が行なえる符号列に変換する符号変換手段とを備え、符号変換手段は
、前記符号列を構成するウェーブレット変換係数の一部を復号することによって前記符号
列の復号時間を短縮することを特徴とする。
【００１７】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の画像処理装置において、前記算出時
間が前記所定時間を超過すると判断したときは、前記符号変換手段による前記符号列の変
換に先立って当該変換を行なうことにより前記算出時間が前記所定時間を超過しないよう
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にできるか否かを判定する第２の判定手段を更に備え、前記符号変換手段は、前記判定に
より前記変換を行なうことで前記算出時間が前記所定時間を超過しないようにできると判
断したことを条件に、前記変換を行なうことを特徴とする。
【００１８】
　したがって、符号列の変換処理により短時間で符号列を復号することができないときは
、符号列の変換処理で時間を要することを防止することができる。
【００１９】
　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の画像処理装置において、前記第２の判定手
段により前記変換を行なうことで前記算出時間が前記所定時間を超過しないようにできな
いと判断したときは、前記符号列を構成するビットプレーンの一部を削除する処理、又は
、前記符号列を一度復号して所定の階調処理を施す処理を実行する画像処理手段を更に備
えていることを特徴とする。
【００２０】
　したがって、符号列の変換処理により短時間で符号列を復号することができないときは
、符号列を構成するビットプレーンの一部を削除する処理、又は、符号列を一度復号して
所定の階調処理を施す処理を行なって、符号列の変換処理で時間を要することを防止する
ことができる。
【００２１】
　請求項５に記載の発明は、画像を１又は複数の矩形領域に分割し、各矩形領域を独立し
て階層的に圧縮符号化した符号列を対象として、当該符号列を復号する際の復号時間を算
出する復号時間算出ステップと、前記算出した復号時間である算出時間が予め設定された
所定時間を超過するか否かを判定する第１の判定ステップと、前記判定により前記算出時
間が前記所定時間を超過すると判断したときは、前記符号列を前記算出時間より少ない時
間で前記復号が行なえる符号列に変換する符号変換ステップとを有し、符号変換ステップ
は、前記符号列を構成する前記矩形領域の一部または全部のサイズを変更することによっ
て前記符号列の復号時間を短縮することを特徴とする。
【００２２】
　請求項６に記載の発明は、画像を１又は複数の矩形領域に分割し、各矩形領域を独立し
て階層的に圧縮符号化した符号列を対象として、当該符号列を復号する際の復号時間を算
出する復号時間算出ステップと、前記算出した復号時間である算出時間が予め設定された
所定時間を超過するか否かを判定する第１の判定ステップと、前記判定により前記算出時
間が前記所定時間を超過すると判断したときは、前記符号列を前記算出時間より少ない時
間で前記復号が行なえる符号列に変換する符号変換ステップとを有し、符号変換ステップ
は、前記符号列を構成するウェーブレット変換係数の一部を復号することによって前記符
号列の復号時間を短縮することを特徴とする。
【００２３】
　請求項７に記載の発明は、請求項５又は６に記載の画像処理方法において、前記算出時
間が前記所定時間を超過すると判断したときは、前記符号変換ステップによる前記符号列
の変換に先立って当該変換を行なうことにより前記算出時間が前記所定時間を超過しない
ようにできるか否かを判定する第２の判定ステップを更に有し、前記符号変換ステップは
、前記判定により前記変換を行なうことで前記算出時間が前記所定時間を超過しないよう
にできると判断したことを条件に前記変換を行なうことを特徴とする。
【００２４】
　請求項８に記載の発明は、請求項７に記載の画像処理方法において、前記第２の判定ス
テップにより前記変換を行なうことで前記算出時間が前記所定時間を超過しないようにで
きないと判断したときは、前記符号列を構成するビットプレーンの一部を削除する処理、
又は、前記符号列を一度復号して所定の階調処理を施す処理を実行する画像処理ステップ
を更に有することを特徴とする。
【００２５】
　したがって、請求項１～４のいずれかの一に記載の発明と同様の作用、効果を奏するこ
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とができる。
【００２６】
【発明の実施の形態】
　本発明の一実施の形態について説明する。
【００２７】
　図１は、本実施の形態であるデジタル複写機１の概略構成を示すブロック図である。こ
のデジタル複写機１は、本発明の画像形成装置を実施するもので、周知の電子写真プロセ
スにより用紙上などに画像形成を行なうプリンタエンジン２と、原稿の画像を読み取るス
キャナ３とを備えている。このデジタル複写機１は、マイクロコンピュータを備えたコン
トローラ、具体的には、デジタル複写機１の全体を制御する図示しないメインコントロー
ラと、メインコントローラ各部をそれぞれ制御する複数のサブコントローラとにより制御
されて動作する。
【００２８】
　プリンタエンジン２は、それぞれ感光体、現像装置、クリーニング装置、帯電装置を有
していて、Ｋ，Ｍ，Ｃ，Ｙ（ブラック、マゼンタ、シアン、イエロー）各色の乾式トナー
像を形成するためのプロセスカートリッジ１１Ｋ，１１Ｍ，１１Ｃ，１１Ｙと、転写ベル
ト１２と、定着装置１３と、プロセスカートリッジ１１Ｋ，１１Ｍ，１１Ｃ，１１Ｙの各
感光体にＫ，Ｍ，Ｃ，Ｙ各色の画像の静電潜像を光書込みする光書込装置１４Ｋ，１４Ｍ
，１４Ｃ，１４Ｙとを備えている。また、デジタル複写機１は、カラー画像を記録される
ための転写材（記録用紙やＯＨＰなど）を収納する給紙トレイ１５ａ～１５ｃを備えてい
る。各プロセスカートリッジ１１Ｋ，１１Ｍ，１１Ｃ，１１Ｙは、Ｋ，Ｍ，Ｃ，Ｙ各色の
トナー像を転写ベルト１２に重ね合わせて形成し、この重ね合わされたトナー像は、給紙
トレイ１５ａ～１５ｃから供給される転写材に転写されて、定着装置１３により定着され
る。
【００２９】
　また、デジタル複写機１は、図示せぬコントローラ、バンドバッファ２２、符号化部２
３、復号部２４、ページメモリ２５からなる、画像処理装置２６を備えている。
【００３０】
　図１において、バンドバッファ２２は、１ページ分の画像データを構成する複数のバン
ドのうち、一つのバンドに含まれる画素のデータを格納するためのバッファである。ここ
でバンドとは、所定数の画素ラインから構成される画像データの一領域である。
【００３１】
　デジタル複写機１は、ＬＡＮなどの所定のネットワーク４から図示しない通信インター
フェイスを介して画像データを受け取ることができる。ＲＩＰ部２１は、ネットワーク４
を介して入力された画像データがＰＤＬ（ページ記述言語）形式のデータであるとき、こ
れをバンド単位に描画処理してビットマップ形式に変換して、画像処理装置２６に出力す
る。
【００３２】
　符号化部２３はバンドバッファ２２に格納された画像データを符号化するための符号化
装置である。復号手段となる復号化部２４は、圧縮符号を復号するための復号化装置であ
る。本例では、符号化部２３で使用する符号化として静止画圧縮の国際標準であるＪＰＥ
Ｇ２０００を使用している。したがって、その符号化後の符号列は、静止画像を１又は複
数の矩形領域（タイル）に分割し、この各矩形領域を独立して階層的に圧縮符号化するも
のである。
【００３３】
　ページメモリ２５は所定ページ分の画像データを圧縮符号として格納（記憶）するため
のメモリである。本例のページメモリ２５は、Ａ４サイズの画像データ１ページ分の圧縮
符号列を格納可能とする。ハードディスク２７はページメモリ２５に格納された圧縮符号
列を取得して格納し、必要に応じてその圧縮符号列をページメモリ２５に再格納するため
に設けられたメモリである。
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【００３４】
　ＲＧＢ→ＣＭＹＫ変換部２８は、バンドバッファ２２からバンド単位でＲＧＢ（レッド
、グリーン、ブルー）色の信号で表現された画像データを受け取り、これをＣＭＹＫ信号
に変換する。Ｋ、Ｍ、Ｃ，Ｙ色階調処理部２９Ｋ、２９Ｍ，２９Ｃ，２９Ｙは、それぞれ
Ｋ、Ｍ、Ｃ，Ｙ色の多値データを少値化して書込データに変換する機能を果たす。本例で
は、バンドバッファ２２では１画素８ビットの６００ｄｐｉ画像データを格納し、これを
Ｋ、Ｍ、Ｃ，Ｙ色階調処理部２９Ｋ、２９Ｍ，２９Ｃ，２９Ｙで１画素１ビットの１２０
０ｄｐｉ画像データへと変換する。
【００３５】
　Ｋ，Ｍ，Ｃ色の書込みデータは、画像形成開始タイミングを調節するためにラインメモ
リ１６Ｋ，１６Ｍ，１６Ｃに格納され、各色の画像が転写材上で重なり合うようにタイミ
ングを合わせてＫ、Ｍ、Ｃ，Ｙ，の色書込装置１４Ｋ、１４Ｍ，１４Ｃ，１４Ｙに送られ
る。
【００３６】
　次に、本例における符号化部２３が実施する符号化方式を図２（ａ）の機能ブロック図
を参照して説明する。すなわち、ＲＧＢ信号からなる画像データは必要に応じてタイル分
割部３１でタイル分割され、タイルごとに独立（ここで、「独立」とは、符号化時に他の
タイル内の画素情報を利用することなく符号化を実施すると言う意味である）にＤＣレベ
ルシフト部３２でレベルシフトされ、色変換部３３で色変換され、各色変換係数がウェー
ブレット変換部３４でウェーブレット変換され、エントロピー符号化部３５でウェーブレ
ット係数がエントロピー符号化される。エントロピー符号化された符号は符号フォーマッ
トに従い、最終的に必要とされる符号順序に並べ替えて出力される。
【００３７】
　ＪＰＥＧ２０００の符号フォーマットの概略構成を図３に示す。符号フォーマットは符
号データの始まりを示すＳＯＣ（Ｓｔａｒｔ　ｏｆ　Ｃｏｄｅｓｔｒｅａｍ）マーカで始
まる。ＳＯＣマーカの後には、符号化のパラメータや量子化のパラメータ等を記述したメ
インヘッダが続き、その後に実際の符号データが続く。
【００３８】
　メインヘッダの構成を図４に示す。メインヘッダはＣＯＤ，ＱＣＤの必須マーカセグメ
ントとＣＯＣ，ＱＣＣ，ＲＧＮ，ＰＯＣ，ＰＰＭ，ＴＬＭ，ＰＬＭ，ＣＲＧ，ＣＯＭのオ
プションマーカセグメントで構成される。ここでＳＩＺマーカには、タイルサイズの情報
が記述されている。またＣＯＭマーカはコメント等の情報を付加したいときに利用するマ
ーカで、メインヘッダ、タイルヘッダの双方で使用することが可能である。
【００３９】
　実際の符号データは、ＳＯＴ（Ｓｔａｒｔ　ｏｆ　Ｔｉｌｅ－ｐａｒｔ）マーカで始ま
り、タイルヘッダ、ＳＯＤ（Ｓｔａｒｔ　ｏｆ　ｄａｔａ）マーカ、タイルデータ（符号
）で構成される。これら画像全体に相当する符号データの後に、符号の終了を示すＥＯＣ
（Ｅｎｄ　ｏｆ　Ｃｏｄｅｓｔｒｅａｍ）マーカが付加される。メインヘッダはＣＯＤ，
ＱＣＤの必須マーカセグメントとＣＯＣ，ＱＣＣ，ＲＧＮ，ＰＯＣ，ＰＰＭ，ＴＬＭ，Ｐ
ＬＭ，ＣＲＧ，ＣＯＭのオプションマーカセグメントで構成される。
【００４０】
　タイルヘッダ構成を図５、図６に示す。図５は、タイルデータの先頭に付加されるマー
カセグメント列で、ＣＯＤ，ＣＯＣ，ＱＣＤ，ＱＣＣ，ＲＧＮ，ＰＯＣ，ＰＰＴ，ＰＬＴ
，ＣＯＭのマーカセグメントが使用可能である。一方、図６は、タイル内が複数に分割さ
れている場合における分割されたタイル部分列の先頭に付加されるマーカセグメント列で
あり、ＰＯＣ，ＰＰＴ，ＰＬＴ，ＣＯＭのマーカセグメントが使用可能である。タイルヘ
ッダでは必須マーカセグメントはなく、すべてオプションである。
【００４１】
　ＤＣレベルシフト部３２は、画像信号がＲＧＢ信号値のような正の数（符号なし整数）
である場合には、各信号値から信号のダイナミックレンジの半分を減算するレベルシフト
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を、逆変換では各信号値に信号のダイナミックレンジの半分を加算するレベルシフトを行
う。なお、レベルシフトは画像信号がＹＣｂＣｒ信号におけるＣｂ及びＣｒのような符号
付き整数の場合には適用しない。
【００４２】
　ＪＰＥＧ２０００で使用される色変換の方式はＹＣｒＣｂ等公知の技術なので説明は省
略する。ウェーブレット変換としては９×７フィルタ、５×３フィルタのいずれを使用し
てもよい。いずれのフィルタも隣接画素とオーバーラップするフィルタである。隣接画素
とオーバーラップするフィルタを使用する場合、量子化時にブロック歪が発生することが
ないという利点がある。なお、本例ではバンド境界においても隣接画素とのオーバーラッ
プを行わせるために、バンドを構成する画素と併せて隣接する画素も必要な分だけバンド
バッファ２２に格納しておく。また、本例での量子化は後述するようにビットプレーン単
位でポスト量子化を行うので、ここでは実施しない。
【００４３】
　ＪＰＥＧ２０００のエントロピー符号化は、係数モデリング処理と算術符号化処理とで
実行される。この方式は国際標準として周知であるため、詳しい説明は省略するが、以下
の説明に必要な範囲で概要を示す。
【００４４】
　符号化方式は、ＥＢＣＯＴ（Ｅｍｂｅｄｄｅｄ　Ｂｌｏｃｋ　Ｃｏｄｉｎｇ　ｗｉｔｈ
Ｏｐｔｉｍｉｚｅｄ　ｒｕｎｃａｔｉｏｎ）と呼ばれるブロックベースのビットプレーン
符号化である。ＥＢＣＯＴの特徴としては、各サブバンドを同一サイズにブロック分割し
て符号化する点と、ポスト処理による符号量制御が可能な点が挙げられる。ＥＢＣＯＴは
、ブロック分割、係数モデリング、算術符号化という順で符号化が実行される。すなわち
符号化は、Ｃｏｄｅ　ｂｌｏｃｋと称するブロック単位で行われるのでまずウェーブレッ
ト係数はブロックに分割され係数モデリングされる。
【００４５】
　係数モデリングは、符号化対象となる多値Ｗａｖｅｌｅｔ係数から、後段の２値算術符
号化用のビットモデルを作成することが目的である。言い換えれば、符号化方法を決定す
る部分である。符号化対象となるＷａｖｅｌｅｔ　係数は正負の符号を持った整数（ある
いは実数表現された整数）であり、それらを決められた順序で走査しながら、係数を絶対
値表現したものに対して、上位ビットから下位ビットへと、ビットプレーン単位で処理を
行う。ビットプレーン内の各ビットは３つの処理パスによって４つの符号化を行う。
【００４６】
　すなわち、まず、各Ｃｏｄｅ　ｂｌｏｃｋにおけるビットプレーン上のビット走査順序
は、垂直方向に４ビットまとめた単位でのラスター走査で行われる。符号化は、ｓｉｇｎ
ｉｆｉｃａｎｃｅ　ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎ　ｐａｓｓ（有意な係数が周囲にある有意で
ない係数の符号化）、ｍａｇｎｉｔｕｄｅ　ｒｅｆｉｎｅｍｅｎｔ　ｐａｓｓ（有意な係
数の符号化）、ｃｌｅａｎｕｐ　ｐａｓｓ　（残りの係数情報の符号化）の３つの処理パ
スで実行される。各処理パスで実行される符号化方法は、ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ　ｃ
ｏｄｉｎｇ、ｓｉｇｎ　ｃｏｄｉｎｇ、ｍａｇｎｉｔｕｄｅ　ｒｅｆｉｎｅｍｅｎｔ　ｃ
ｏｄｉｎｇ、ｃｌｅａｎｕｐｃｏｄｉｎｇの４種類がある。なお、ここで、“ｓｉｇｎｉ
ｆｉｃａｎｃｅ”とは、該当ビット（係数）が“有意である／ない”ことを示しており、
以下のような解釈によって行われる。
【００４７】
・有意である
　これまでの符号化処理において注目係数が０でないとわかっている状態のこと。言い換
えれば、すでに１であるビットを符号化済みであること。
【００４８】
・有意でない
　係数値が０であるか、０の可能性がある状態のこと。言い換えれば、未だ１であるビッ
トを符号化していない状態のこと。
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【００４９】
　符号化は、まず、ビットプレーンのＭＳＢより走査を行い、ビットプレーン中に有意で
ない係数（０でないビット）が存在するかを判定する。有意である係数が登場するまでは
３つの符号化処理パスは実行されない。有意でない係数のみで構成されるビットプレーン
は、そのビットプレーン数をパケットヘッダに記述する。この値は復号時に利用され、有
意でないビットプレーンを形成するために使われるとともに、係数のダイナミックレンジ
を復元するためにも必要である。有意であるビットが最初に登場したビットプレーンから
実際の符号化は開始され、該ビットプレーンは、まずｃｌｅａｎｕｐ　ｐａｓｓで処理さ
れる。その後、下位のビットプレーンに対して順次、３つのパスを用いて処理が進められ
る。
【００５０】
ａ）Ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ　ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎ　ｐａｓｓ（有意な係数が周囲
にある有意でない係数の符号化）
　周囲の所定の８近傍の係数値に少なくとも１つの有意な係数があり、かつ注目する係数
（Ｘ位置の係数値）がまだ有意でない場合にのみ、本パスにて処理される。それ以外の場
合には本パスでは処理されない。
【００５１】
ｂ）Ｍａｇｎｉｔｕｄｅ　ｒｅｆｉｎｅｍｅｎｔ　ｐａｓｓ（有意な係数の符号化）
　注目する係数値（Ｘ）がすでに有意である状態の場合には、Ｍａｇｎｉｔｕｄｅｒｅｆ
ｉｎｅｍｅｎｔ　ｐａｓｓによって処理される。本パスでは状態変化後（有意でない→有
意である）に行う最初のパスであるかどうか、周囲の８近傍に有意な係数値が存在するか
どうかによって、３つのコンテクストモデルを算出する。
【００５２】
ｃ）Ｃｌｅａｎｕｐ　ｐａｓｓ（残りの係数情報の符号化）
　上記２つのパス（Ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ　ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎ　ｐａｓｓとＭ
ａｇｎｉｔｕｄｅ　ｒｅｆｉｎｅｍｅｎｔ　ｐａｓｓ）に該当しない残りのビットは、Ｃ
ｌｅａｎｕｐ　ｐａｓｓにて処理される。
【００５３】
　本パスで作成するコンテクストは、上記２つのパスのように８近傍の係数値を参照する
コンテクストに加えて、ランレングス符号化用のコンテクストを作成する。符号化はラン
レングス符号化を行うかどうかを判断しながら符号化処理を行う。まず、垂直方向に連続
する４つの係数値がすべて本パスに属しており、かつ４つすべての係数値における周囲の
８近傍に有意な係数値が存在しないか否かを判断する。もし、本条件に該当する場合には
、ランレングス符号化を行う。一方、本条件に該当しない場合には、４つの係数値の中に
少なくとも１つの有意である係数が存在するので、各係数値をＳｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ
ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎ　ｐａｓｓで符号化する。ランレングス符号化は、４つの注目係
数のビットがすべて０であるならば、シンボル０を符号化して終了する。そうでない場合
にはシンボル１を符号化する。シンボル１を符号化した場合には、続いて４ビット中の最
初の１になっているビット位置を２ビットで符号化し、その直後に正負の符号をＳｉｇｎ
ｉｆｉｃａｎｃｅ　ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎ　ｐａｓｓと同様に符号化をする。ここでビ
ット位置を示す２ビットを符号化する際にはＵＮＩＦＯＲＭコンテクストと称するコンテ
クストを用いる。これ以降の係数に対しては、Ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ　ｐｒｏｐａｇ
ａｔｉｏｎ　ｐａｓｓで符号化を行う。以上の処理が完了すると、次の４つの係数処理に
入り、順次符号化処理を行う。なお、算術符号化については公知の技術であるので説明を
省略する。
【００５４】
　次に、復号部２４について説明する。図２（ｂ）は、復号部２４が実施する復号方式の
機能ブロック図である。復号部２４が実行するのは符号化部２３の逆変換であり、符号化
部２３で使用するＤＣレベルシフト、色変換、ウェーブレット変換、エントロピー符号化
の各処理の逆変換をそれぞれ実行する逆ＤＣレベルシフト部３６、逆色変換部３７、ウェ
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ーブレット逆変換部３８、エントロピー復号部３９からなる。圧縮符号がタイル分割され
ている場合には、かかる処理を各タイルについて実行する。
【００５５】
　続いて、デジタル複写機１の動作について説明する。
【００５６】
　スキャナ３で読み込まれた、又は、ネットワーク４から送られてきた画像データは、バ
ンド単位にバンドバッファ２２に格納される。本例のバンドバッファ２２が格納可能な画
像データの容量は、６００ｄｐｉの１画素あたり８ビットのＲ，Ｇ，Ｂの３色からなる画
像データをＡ４サイズの４分の１だけ格納できる容量である。
【００５７】
　バンドバッファ２２に格納された１バンド分の画像データは、符号化部２３でタイル分
割されて符号化される。すなわち符号化部２３は、まず、画像データをタイル分割し、各
タイルにおいて、図２（ａ）を参照して前述した処理を実行する。こうして得られた画像
データの圧縮符号列はページメモリ２５に格納され、その後、ハードディスク２７に格納
される。
【００５８】
　画像をプリンタエンジン２で出力する際には、ページメモリ２５、ハードディスク２７
に格納されている圧縮符号列を復号部２４で復号し、復号後の画像データはＲＧＢ→ＣＭ
ＹＫ変換部２８でＣＭＹＫ色の画像データに変換し、Ｋ，Ｍ，Ｃ，Ｙ色階調処理部２９Ｋ
，２９Ｍ，２９Ｃ，２９ＹにおいてＫ，Ｍ，Ｃ，Ｙ色がそれぞれ階調処理されて１２００
ｄｐｉで１画素あたり２値のデータに変換する。Ｋ，Ｍ，Ｃ色の画像データは静電潜像の
書込タイミングを調節するためにラインメモリ１６Ｋ，１６Ｍ，１６Ｃに一時格納され、
転写材上でカラー画像を形成するタイミングにあわせて書込装置１４Ｋ，１４Ｍ，１４Ｃ
へと送られる。
【００５９】
　本例における画像形成プロセスは周知の電子写真プロセスであるので動作の詳細は省略
するが、それぞれＫ，Ｍ，Ｃ，Ｙ色の乾式トナー像を形成するプロセスカートリッジ１１
Ｋ，１１Ｍ，１１Ｃ，１１Ｙに対して書込装置１４Ｋ，１４Ｍ，１４Ｃ，１４Ｙが画像情
報に応じた書込み光を発射すると、プロセスカートリッジ１１Ｋ，１１Ｍ，１１Ｃ，１１
Ｙにおいて、帯電装置によって帯電させられた感光体上の被露光部分が除電されて静電潜
像が形成される。この静電潜像に対して現像装置が乾式トナー粒子を画像部のみに選択的
に付着させて可視像とし、この各色の可視像を転写ベルト１２上に担持されて搬送される
転写材（記録用紙やＯＨＰなど）上に順次重ねていくことで得られたカラー画像を定着装
置１３で加熱・加圧して転写材上に固定する。
【００６０】
　次に、ＪＰＥＧ２０００アルゴリズムで画像を圧縮した符号列をネットワーク４から受
信して直接ページメモリに格納する場合の一連の処理について図７のフローチャートを参
照して説明する。
【００６１】
　図７の処理は、その処理により本発明の画像処理装置を実施するものである。まず、デ
ジタル複写機１の図示しないコントローラは、ネットワーク４からＪＰＥＧ２０００アル
ゴリズムで画像を圧縮した符号列を取り込む（ステップＳ１）。この際、デジタル複写機
１の出力性能を超える高精細な符号列については６００ｄｐｉ出力に充分な階層までのデ
ータのみを取り込み、また、符号列がページメモリに格納しきれない場合には、ポスト量
子化を行い、符号量を削減する。
【００６２】
　そして、ページメモリ２５に格納された符号列について、コントローラは、その復号に
要する時間を算出して、復号時間算出手段を実現する（ステップＳ２）。この算出は、具
体的には以下のようにして行う。
【００６３】
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▲１▼．メインヘッダあるいはタイルヘッダより、各ウェーブレット変換係数について、
有意でないビットプレーンの数ｎを取得する。
【００６４】
▲２▼．ついで各ウェーブレット変換係数について、有意なビットプレーンの数ｍを取得
する。
【００６５】
▲３▼．有意なビットプレーンのそれぞれについて、復号化に必要な時間ＢＰｉ　を算出
する。この「復号化に必要な時間」としては、有意でないビットプレーンについては０秒
、有意なビットプレーンについては上述した復号処理の３パスにおいて最も時間がかかる
パスが選択された場合の処理時間を用いる。
【００６６】
▲４▼．続いて各ビットプレーンの復号回数を計算する。具体的には、バンド単位の処理
において１つのバンド内に存在するライン数をＮＢ、ページメモリに格納された符号列の
ウェーブレット変換階層数（デコンポジションレベル）をＮＤとした時、
・ＮＢ＞ＮＤの場合にはＮｉ１＝１
・ＮＢ≦ＮＤの場合にはＮｉ１＝［１＋ＳＵ（ＮＤ／ＮＢ）］
（但し、“ＳＵ（ｘ）”は、ｘ以上である最小の自然数）
で求められるＮｉ１　を計算する。同様に、ページメモリに格納された符号列が主走査方
向にタイル分割されている場合における１タイルに含まれるライン数をＮＴとしたとき、
・ＮＢ＞ＮＴの場合にはＮｉ２＝［１＋ＳＵ（ＮＢ／ＮＴ）］
・ＮＢ≦ＮＴの場合にはＮｉ２＝［１＋ＳＵ（ＮＴ／ＮＢ）］
（但し、“ＳＵ（ｘ）”は、ｘ以上である最小の自然数）
で求められるＮｉ２を計算する。［２＋ＳＵ（ＮＢ／ＮＴ）］は、高さＮＢのバンドを高
さＮＴのタイルで埋め尽くす場合に必要なタイル数である。バンドの第１行とタイルの第
１行とが同じ行であれば［１＋ＳＵ（ＮＢ／ＮＴ）］でよいが、この行がずれることを考
えて最悪の場合の［２＋ＳＵ（ＮＢ／ＮＴ）］で計算する。Ｎｉ１とＮｉ２のうちで大き
な値を持つほうがＮｉ　すなわち各ビットプレーンの復号回数である。
【００６７】
　コントローラは、こうして得たＮｉ及びＢＰｉから、復号時間ＴとしてΣ（Ｎｉ×ＢＰ

ｉ）を計算する（ステップＳ２）。ここで、Σはインデックスｉについての和である。
【００６８】
　ついで、Ｔが所定の時間Ｔｈ１を超えているか否かが判定されて、第１の判定手段を実
現する（ステップＳ３）。ここで時間ｔｈ１は復号時間の上限であり、ＴがＴｈ１を超え
てしまった場合には、所定時間に所定画素のデータを書込装置１４Ｋ，１４Ｍ，１４Ｃ，
１４Ｙに送ることができなくなる。
【００６９】
　Ｔ≦ｔｈ１の場合には（ステップＳ３のＮ）、一連の処理は終了し、画像の出力が可能
となるが、Ｔ＞ｔｈ１の場合には（ステップＳ３のＹ）、そのままでは復号時間がｔｈ１
をオーバーする恐れが強いので、ＴがＴｈ１以下となるように圧縮符号の変換による対応
可能性を検討する（ステップＳ４）。具体的には、以下の▲１▼や▲２▼の検討を行う。
【００７０】
▲１▼．ウェーブレット変換の階層数が大きすぎるために一つのビットプレーンを複数回
復号する必要があり、このため、Ｔ＞ｔｈ１となってしまう場合（例えば１バンドに６４
ラインしか画像データを格納できないのに、８階層のウェーブレット変換がされているの
で１度に２５６ラインずつしか復号できない場合）や、あるいは、ウェーブレット変換の
階層数が大きすぎるために復号化するビットプレーンが多くなり、このため、Ｔ＞ｔｈ１
となってしまう場合（例えば６階層までならｔｈ１以内に処理できるのに、８階層の符号
であるためにｔｈ１内に処理できない場合）には、圧縮符号を復号化部２４で一部復号す
る。具体的には、ページメモリ２５内の符号列をバンドバッファに順次読み出して、Ｔ＞
ｔｈ１となるように途中の階層まで復号し、その後再びページメモリに格納する。この場
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合、階層変換に関係のない第一階層のウェーブレット係数については読み出す必要はない
ので、処理は高速に実行できる。
【００７１】
▲２▼．タイルサイズが大きすぎるためにＮＴがＮＢを超え、あるいは、ＮＴ＜ＮＢであ
るがＮＢがＮＴで割り切れないために画像の位相がずれ、このため、同じビットプレーン
を何回も読み出さねばならない場合には、タイルサイズの変換を行う。具体的には、各タ
イルをバンドバッファ２２に順次読み出して画素値まで復号し、これをバンドバッファ２
２の幅に合ったタイルに変換し、あるいは、復号化部２４において複数の復号器で並列処
理を行なうことによって復号を行う場合にはタイルを細かく分割して復号処理に適したサ
イズ／タイル数に変換する。この場合、タイルを個々にバンドバッファ２２に読み出せば
よいので、タイルの高さがバンドの高さよりも高くても変換処理は容易に行うことができ
る。また全てのタイルについて変換を行わなくとも、一部のタイルについて細分割を実行
すれば復号処理がｔｈ１以内に行える場合がある。
【００７２】
　そして、以上の▲１▼▲２▼の処理によって、Ｔ≦ｔｈ１とすることができるか否かが
判定され、第２の判定手段を実現する（ステップＳ５）。そして、Ｔ≦ｔｈ１とできる場
合には（ステップＳ５のＹ）、コントローラは圧縮符号を前述の▲１▼▲２▼のように変
換し、符号変換手段を実現する（ステップＳ６）。Ｔ≦ｔｈ１とできない場合には（ステ
ップＳ５のＮ）、符号列を量子化又は復号＋階調処理して時間内に復号できる圧縮符号に
変換し、画像処理手段を実現する（ステップＳ７）。ステップＳ７において「量子化」と
は、ビットプレーンの一部を削除することを、また、「復号＋階調処理」とは、圧縮符号
を一度復号して階調処理部２９Ｋ、２９Ｍ、２９Ｃ、２９Ｙにおいてディザ等の階調処理
を施し、これをそのまま又は圧縮してページメモリ２５に再格納することを意味する。本
例では階調処理時に解像度が上がるために情報量が増えることがあるので、この場合には
情報量を低減すべく画像の解像度を落とすこともありえる。階調処理された画像データを
ページメモリ２５に格納する場合、復号化部２４の処理をスルーできるので、高速に書込
装置１４Ｋ，１４Ｍ，１４Ｃ，１４Ｙに画像データを送ることができる。なお、ステップ
Ｓ４の処理は基本的に画質劣化を伴わない処理であるので、一部のタイルや一部のウェー
ブレット係数についてのみ処理を実行してもよいが、ステップＳ７の処理のうち画質劣化
を伴う処理については、１枚の画像内部での画質バラツキを抑えるために一律に処理を行
うことが望ましい。以上で一連の処理が終了し、画像の出力が可能な状態となる。
【００７３】
　なお、本例のようにバンド単位に復号処理を実行する場合において、圧縮符号列がタイ
ル分割されていない状態で復号時間を見積もったために、実際の出力処理においてバンド
によっては復号時間が間に合わなくなる可能性がある。その場合には、その特定のバンド
においてのみ復号するビットプレーンを制限して復号する。かかる場合にはバンド単位で
若干画質に差が生じることになるが、１ページの出力としては復号時間がｔｈ１内に収ま
る程度に圧縮符号が調整されているために、その特定バンドにおいて強い量子化を実行す
る必要性は一般に低い。また、本例では最悪の処理パスで復号時間を見積もっているため
に、特定バンドにおいて処理時間が超過する可能性は低い。
【００７４】
　以上のようにして図７の処理を行なった符号列は、復号化部２４で復号して、復号後の
画像データはプリンタエンジン２で画像の形成に供される。
【００７５】
　以上説明したとおり、本デジタル複写機１によれば、取得したＪＰＥＧ２０００符号列
の復号時間を算出し、この結果、復号処理が間に合わないと判定された場合には（ステッ
プＳ３のＹ）、より短時間で復号できる符号列に変換するので（ステップＳ６）、画質を
劣化させることなく短時間で復号することができる。
【００７６】
　また、この場合でも、符号列の変換によっても復号処理が間に合わないと判定される場
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けることがなく高速処理が可能である。
【００７７】
　さらに、この場合には（ステップＳ５のＮ）、圧縮符号の変換や量子化などの処理（ス
テップＳ７）を実行するため、復号処理が時間内に終了し、画像形成時のエラーを防止で
きる。さらに、最悪の処理パスを通った場合について復号時間を見積もっているので、バ
ンド単位の処理においても一部のバンドの処理が間に合わないという可能性は低い。
【００７８】
　なお、本例では静止画像の処理を念頭において説明したが、本発明はこれに限定される
ものではなく、様々な形態のデータについて適用することができる。例えば、音声情報に
ついては、本例で前述した処理からタイルに関する部分を除いた処理を１次元のウェーブ
レット変換について実行すれば適用可能である。
【００７９】
【発明の効果】
　本発明によれば、静止画像の符号列について、画質を劣化させることなく短時間で復号
することができる。さらに、符号列の変換処理により短時間で符号列を復号することがで
きないときは、符号列の変換処理で時間を要することを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態であるデジタル複写機の概略構成を示す説明図である。
【図２】デジタル複写機の符号化部（ａ）、復号化部（ｂ）の機能ブロック図である。
【図３】ＪＰＥＧ２０００の符号フォーマットの概略構成を示す説明図である。
【図４】ＪＰＥＧ２０００の符号フォーマットのメインヘッダの構成を示す説明図である
。
【図５】ＪＰＥＧ２０００の符号フォーマットのタイルヘッダの構成を示す説明図である
。
【図６】ＪＰＥＧ２０００の符号フォーマットのタイルヘッダの構成を示す説明図である
。
【図７】デジタル複写機のコントローラが実行する処理のフローチャートである。
【符号の説明】
　　１　画像形成装置
　　２　プリンタエンジン
　２４　復号手段
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